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 【４月の健康診断スケジュール】 

本校の学校医です。今年度から歯科校医に変更があります。 

内 科 波 多 野  良 二 先 生 西葛西駅前家族のクリニック 

眼 科 溝 田  淳 先 生 西葛西井上眼科病院 

耳 鼻 科 本 谷  繁 先 生   モトヤ耳鼻咽喉科 

歯 科 竹 内 陽 平 先 生  竹内歯科診療所 

薬 剤 師 金田 理恵子先生 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 
８ 

入学式 

始業式 

９ 

・計測（６年） 

 

保健資料配布 

12 日までに回収 

１０ 

・計測（５年） 

１１ 

・計測（４年）  

１２ 

・計測（３年） 

 

保健資料〆切 

 

13 14 

１５ 

・計測（2年） 

１６ 

・計測（１年） 

１７ 

・視力（６年） 

 

１８ 

・視力（５年） 

 

 

尿検査容器配布 

１９ 

・視力（４年） 

・尿検査一次 

8 時３５分まで 

に回収 

20 

 

21 

２２ 

・視力（３年） 

２３ 

・視力（２年） 

２４ 

・内科健診① 

（４・５・6年） 

◎９時～ 

２５ 

・視力（1年） 

 

２６ 

・聴力（5年） 

27 28 

２９ 

 

３０ 

・聴力（３年） 
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ひょう

  ◆自分
じ ぶ ん

の体
からだ

を知
し

ろう 

NO,１ 

令和６年４月９日 

江戸川区立宇喜田小学校 

校 長  青 山  美 和 子 

 

・・・・・ 保健室からのお願い ・・・・・ 

１ 保健資料の記入について 

  ◎身体的なこと 

   心臓、腎臓、けいれん、ぜんそく、皮膚疾患、アレルギー、その他既往症、現在定期的に検査

を受けていることや、服薬中のものなどの追記があれば記入してください。 

  ◎緊急時の連絡先 

必ず、連絡が取れる連絡先の記入をお願いいたします。できるだけ複数の連絡先を記入してく

ださい。緊急時に連絡が取れないと医療機関での処置が遅れる場合があります。携帯電話番号

や勤務先の変更・追加がある時は、修正してください。ご協力お願いいたします。 

 

２ 学校感染症について 

   新型コロナウイルス感染症、麻疹、水痘、流行耳下腺炎、風疹、溶連菌感染症、インフルエ

ンザ、マイコプラズマ感染症などは学校保健安全法の規定により欠席にならず出席停止扱いに

なります。ゆっくり休養し、医師の許可が出てからの登校をお願いいたします。（登校の際には、

治癒証明書が必要となります。）※新型コロナ感染症、インフルエンザを除く 

治癒証明書は学校にあります。学校のホームページにもありますので、ダウンロードしてご

利用ください。（医療機関の任意の様式でも可） 

 

３ 学校でのけがや病気について 

保健室では、その日におきた学校でのけがについて応急処置をします。その後の処置につ

きましては、お子様の様子にあわせてご家庭でのご対応をお願いいたします。学校での継続

した手当はいたしませんのでご了承ください。医療機関を受診された場合は担任までお知

らせください。下記の申請を行わせていただきます。 

学校で具合が悪くなってしまった時は、１時間を目安に休養させ、様子をみていきます。

回復しない場合は保護者の方にお迎えに来ていただき、ご自宅でゆっくり休養させていた

だくようお願いいたします。また、けがで緊急に医療機関への受診が必要な場合においても

同様にさせていただきます。原則として内服はできませんので、ご了承ください。 

 

４ 独立行政法人日本スポーツ振興センターについて ※詳細は、後日別用紙で配布 

   学校管理下の災害は日本スポーツ振興センターの対象となりますので、子供医療証は使用で

きません。病院や接骨院、歯科診療や薬局にかかった場合、必ず窓口で健康保険証のみ提示し、

自己負担額３割分をお支払いください。申請後、健康保険の診療報酬額の４割分が給付されま

す。（高額療養費対象は異なります） 

 

 江戸川区では、歯科保健の向上に取り組んでいます。今年度より、区から歯ブラシが一人一本配布

されることになりました。随時配布してまいりますので、ご家庭でご活用ください。よろしくお願い

いたします。 


